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部分休業の対象となる子の年齢の引き上げについて（通知）  

 

このたび、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号）の一部が改正され、平成１９年８月１日から施行されることとなりました。  

この改正に伴い、部分休業の対象となる子が、従来の「３歳に満たない子」

から「小学校就学の始期に達するまでの子」に拡大されます。改正の概要は別

紙のとおりです。  

つきましては、所属職員に対し周知いただくとともに、部分休業の承認につ

いて、適切な事務処理をお願いします。  



別　紙

部分休業取得可能期間 ３歳 小学校就学

現行

改正後

※取得例 小学校就学

（すでに８月１日以降まで取得している場合）

（８月１日時点で対象となる子が３歳～小学校就学前の場合）

8月1日

３歳

すでに取得している期間 取得可能期間

すでに取得した期間 取得可能期間

改正の概要改正の概要


